
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

子どもの貧困対策の推進に関する法律 

公布 平成 25年 6月 26日 

施行 平成 26年 1月 17日 

子供の貧困対策に関する大綱 

（平成 26年 8月 29日 閣議決定） 

すべての子どもの安心と希望の実現プロジェクト 

（平成 27年 12月 21日 子ども貧困対策会議） 

子供の未来支援地域ネットワーク形成支援事業 

（地域子供の未来応援交付金） 

経済的困難及び社会生活上の困難を抱える子どもを支援する奈

良県計画（平成 28年 3月策定） 

○有識者の審議（15名） 

奈良県子どもの貧困対策会議 （事務局：こども家庭課） 

第１回 平成 27年 7月 21日 

第２回 平成 27年 9月 17日 

第３回 平成 27年 11月 17日 

第４回 平成 28年 1月 26日 

○庁内連絡会（15課） 

 奈良県子どもの貧困対策ワーキンググループ 

１．貧困の状況にある子どもや家庭の実態把握と支援ニーズの調査・分析 

２．支援ニーズに応えるため、地域において現存する資源量及び今後必要となる資源量の把握 

３．「３つのつなぎ」を実現することができるコーディネーターの配置・設置を核とした体制整備を念頭に支援体制の整備計画の策定 

国 奈良県 

奈良市 

目的 

 

① 子どもの発達・成長段階に応じた切れ目のない「つなぎ」 

③ 関係行政機関、地域の企業やＮＰＯ、自治会その他の関係者間の「つなぎ」 

② 教育と福祉等の「つなぎ」 

・「学校」をプラットフォームとした総合的 

な子どもの貧困対策の展開（スクール 

ソーシャルワーカーの活用等） 

・就学支援の充実 

（義務教育段階の就学支援等） 

・大学等進学に対する教育機会の提供 

・生活困窮世帯等への学習支援    等 

・放課後児童クラブ 

・ひとり親家庭や生活困窮者の子どもの 

居場所づくりに関する支援 

・保護者に対する就労支援 

・妊娠からの切れ目ない支援 

・養育費確保に関する支援 

・住宅支援 

等 

１８歳 就学 出産 妊娠 

学校 自治会 福祉事務所 ＮＰＯ 

 


